
令和５年度まちづくり会議からの要望に対する回答一覧

地区
番号

個票
番号

地区名 申出人 件名 要望内容 対応の種類 回答内容 部名 課名

9 1 藤崎 藤崎一丁目朝日町会
森林公園のバイク、自
転車対策

藤崎森林公園のバイク・自転車のながら運転が非常に危険である。NTT側の入口はバ
イク・自転車が入れない柵を設置し、企業局側から藤崎7丁目を自転車対応の通路に
整備してほしい。

令和5年度以降の
予算で対応・検討

公園内はバイク・自転車の乗り入れは、原則、禁止となっております。このことから、自
転車に対応した通路を公園内に整備する予定はありません。自転車等が、直接公園内
に乗り入れできない方法をバリアフリーに配慮しながら検討してまいります。

都市環境
部

公園緑地
課

9 2 藤崎 藤崎一丁目朝日町会
道路沿い樹木の伐
採・剪定願い

藤崎森林公園出口先のリサイクルジャパンから堀込貝塚へ向かう通路の樹木が道路
にはみ出していて通りにくい。伐採・剪定を要望する。

その他
ご要望の樹木の伐採につきましては、所有者に対し、樹木の適正管理（剪定）を依頼い
たしました。

都市環境
部

道路管理
課

9 3 藤崎 藤崎一丁目朝日町会
藤崎一丁目広場横の
草木刈り

藤崎一丁目広場横の細長い市有地の草木が生い茂っており、草取りと伐採を要望す
る。

他機関へ依頼
当該地は、国が管理しておりますので、令和4年12月に管理者である財務省関東財務
局千葉財務事務所にご要望内容を報告いたしました。

都市環境
部

公園緑地
課

9 4 藤崎 藤崎一丁目朝日町会
NTT横の道路に一時
停止線

バイク、自転車がノンストップで小道から出てくるため、小道側に一時停止線をつけて
ほしい。

他機関へ依頼
一時停止の設置については、千葉県公安委員会の所管となりますことから、所轄となる
習志野警察署にご要望をお伝えしたところ、「交通量調査等を実施し、必要性を検討す
る。」との回答をいただいております。

都市環境
部

道路管理
課

9 5 藤崎 藤崎3丁目第2町会 街灯の設置
藤崎3丁目11番付近には新規住宅が多く建設されたため、照明が不足している。特に
奥の方に照明を希望する。

対応不可
要望箇所は行き止まり道路となっており、本市の防犯灯設置基準の要件を満たさない
ため、新たな防犯灯の設置予定はございません。ご理解のほどよろしくお願いいたしま
す。

協働経済
部

防犯安全
課

9 6 藤崎 藤崎3丁目第2町会
藤崎3丁目13番地付
近交差点に信号機の
設置

藤崎3丁目13番地付近交差点信号機は手押し信号機となっているが、交通量が多い
ので、手押しではない信号機の設置を要望する。

他機関へ依頼

信号機の管理については、千葉県公安委員会の所管となりますことから、所轄となる習
志野警察署にご要望をお伝えしたところ、「現在の押しボタン式信号機でなくなると、渋
滞の原因となるため信号機設置の必要性は認められない。」との回答をいただいており
ます。

都市環境
部

道路管理
課

9 7 藤崎
藤崎3丁目富士見台
町会

藤崎地区の巡回につ
いて

児童の通学路でもある箇所に不具合を見つけ、市に報告したが部品入荷に時間を要
するとのことで、修繕工事の開始は4か月後となった。通勤・通学など利用頻度が高い
道路でもあるため、危険がないよう藤崎地区を巡回して破損・修理箇所を捜してもらい
早急に対応してもらいたい。

令和4年度予算で
対応

現地確認したところ、藤崎小学校正門付近のガードパイプが老朽化していたことから、
車止めと併せて令和4年10月に交換いたしました。

都市環境
部

道路管理
課

9 8 藤崎 藤崎5丁目東町会
藤崎5丁目みんなの広
場のネットフェンスの
取り替え

藤崎5丁目みんなの広場入口側のネットフェンスの交換は進んでいるが、東側隣地境
界のフェンスは古く、上部ワイヤーに結束バンドでメッシュを当て補修しているため、取
り替えてほしい。

令和4年度予算で
対応

東側隣接地境界のフェンスにつきましては、令和4年12月に取替え工事を実施いたしま
した。
道路側の破損しているフェンスにつきましては、応急的な補修を行いましたが、様子を
見て令和5年度にネットの交換を検討いたします。

都市環境
部

公園緑地
課

9 9 藤崎 藤崎5丁目東町会
藤崎5丁目みんなの広
場の木の枝落し

藤崎5丁目みんなの広場道路側の木の枝が大きく張り出し電線に接触しているので剪
定してほしい。

令和5年度予算に
計上

令和5年6月までに剪定いたします。
都市環境
部

公園緑地
課

一覧表中の個票番号は受付番号です。（「地区内優先順位」ではありません。）
　※ 1枚の要望書に複数の要望事項、担当課がある場合は、枝番号を付け「1-①」、「1-②」としています。
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9 10 藤崎
藤崎五丁目幸楽台町
会

徐行標識の設置
藤崎5丁目12番32号付近道路に進入してくる車両の速度が速く危険を感じるため徐行
標識を設置してもらいたい。

他機関へ依頼

徐行標識の設置については、千葉県公安委員会の所管となりますことから、所轄となる
習志野警察署にご要望をお伝えしたところ、「沿道に幼稚園、小学校がない。また、見と
おしの悪いカーブや、急な坂道等ないことから、徐行規制の必要性は認められない。」
との回答をいただいております。

都市環境
部

道路管理
課

9 11 藤崎
藤崎五丁目幸楽台町
会

カーブミラー変更・防
犯灯位置変更

現在設置されているカーブミラーに、防犯灯の柱及び隣接のカーブミラーが映り視界を
遮って危険なため防犯灯をカーブミラーに映り込まない位置に変更してほしい。また、
道路が曲がっており、すぐ近くしか映らないため、大きいものに変えてほしい。

令和4年度予算で
対応

令和4年12月に、カーブミラーの鏡面に防犯灯が映らないよう、角度調整をいたしまし
た。
なお、現地確認したところ、路面標示「交差点マーク、ドット線」が薄れていたため、令和
5年3月に補修いたしました。

都市環境
部

道路管理
課

9 12 藤崎 藤崎６丁目第１町会
長沼船橋線藤崎６丁
目交差点信号機を感
応式信号機に変更

長沼船橋線藤崎6丁目交差点で一時停止の位置から安全の確認ができないため、長
沼船橋線の路上まで出ないといけない。安全確保のため、信号機を感応式信号機に
変更してほしい。

他機関へ依頼
信号機の管理については、千葉県公安委員会の所管となりますことから、所轄となる習
志野警察署にご要望をお伝えしたところ、「県道へ進入する車両の交通量が少ないた
め車両用信号機は設置出来ない。」との回答をいただいております。

都市環境
部

道路管理
課

9 13 藤崎 藤崎６丁目第１町会
藤崎6丁目17番14号
道路の整備

長沼船橋線藤崎6丁目交差点の路上標示「止まれ」の再塗装及び「止まれ」の標識の
高さや設置場所を変更してほしい。

他機関へ依頼

一時停止の標識等の管理については、千葉県警察本部の所管となりますことから、所
轄となる習志野警察署にご要望をお伝えしたところ、「令和4年度に止まれ表示の補修
を行った。標識の設置位置については、適正であるため変更の予定はない。」との回答
をいただいております。

都市環境
部

道路管理
課

9 14 藤崎 内山町会
歩行者用の信号機の
設置

藤崎5丁目みのりキッズクラブ前にある歩行者横断歩道の信号機が点滅すると路地か
ら急いで横断歩道を渡ろうとする歩行者及び自転車が、左右からくる歩行者及び自転
車とぶつかる可能性があるため、路地側に歩行者用信号機を新たに設置してほしい。

他機関へ依頼

信号機の設置については、千葉県公安委員会の所管となりますことから、所轄となる習
志野警察署にご要望をお伝えしたところ、「本件箇所には、一時停止の規制が設けられ
ていることから、歩行者用信号機の設置の予定はない。」との回答をいただいておりま
す。

都市環境
部

道路管理
課

一覧表中の個票番号は受付番号です。（「地区内優先順位」ではありません。）
　※ 1枚の要望書に複数の要望事項、担当課がある場合は、枝番号を付け「1-①」、「1-②」としています。


